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「 自 分 ら し く 暮 ら せ る 」 を お 手 伝 い し ま す

社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会

秋田市権利擁護センター

家にあるのに同じ物を買ってしまうことが増えた。

キャッシュカードの暗証番号を忘れ、手続きができなくなった。

通帳や印鑑など大事なものの置き場所がわからなくなり、失くしてしまうことがある。

未払いの請求書が増えてきたなど、支払いの対応が難しくなってきた。

契約などの書類の内容が難しく、手続きするとき不安になる。

悪質業者に騙されたニュースを見ると不安になる。

障がいがあって相続の手続きを一人でするのが不安である。

家族や周りに、上記に当てはまる人がいる。

上記の状態になる前に備えたい。

気がかりなことはありませんか？
以下の項目からチェックしてみてください。

ひとつでも当てはまるものがあれば、お気軽にご相談ください。

秋田市権利擁護センターはこのような心配や不安を解消し、安心して
自分らしく暮らし続けるために、あなたの権利を守り支援していきます。

日常生活自立支援事業とは

日常生活自立支援事業は、高齢や障がいにより日常生活に不安のある方が、安心して生活できることを目
的とした事業です。社会福祉協議会が本人との契約に基づき、福祉サービスの利用援助を中心に、日常的な
金銭管理や重要書類等の預かり・保管などの支援をします。

【利用までの流れ】

相談受付・訪問調査

・秋田市権利擁護センターにご相談く
ださい。

・担当者が自宅や施設、病院などを訪
問し、相談をお受けします。

※相談にあたっては、プライバシー
に配慮し、秘密は必ず守ります。

契約締結審査会 契約・サービスの開始

「支援計画」に基づくサー
ビス提供が適切かどうか契
約締結審査会で審査のうえ、
判断・決定します。

・社協と本人の間でサービス
提供、利用についての契約
を結びます。

・契約に基づいて、社協に配
置されている生活支援員が
サービスを提供します。

支援内容 基本料金

福祉サービスの
利用援助

福祉サービスの利用に関する手続きや利用料の支払い
をお手伝いします。

１時間 １,０００円
１時間を超える場合は３０分毎に５
００円を加算します。
※生活保護の方は無料です。

※金融機関の貸金庫を利用する場
合は基本料金１カ月１００円が
かかります。

日常的金銭管理
サービス

日常的な預貯金の出し入れや公共料金の支払い、日常
生活の金銭管理などをお手伝いします。

書類等の保管
サービス

通帳や実印、定期預金証書など重要な書類を保管しま
す。
※宝石、骨董品、貴金属、有価証券等は不可

【サービス内容・利用料金】

お問い合わせ

秋田市権利擁護センター
TEL：018‐862‐0102 FAX：018‐862‐8900

〒010‐0976
秋田県秋田市八橋南一丁目8‐2
秋田市社会福祉協議会(老人福祉センター1階)

https://www.akita-city-shakyo.jp/kenri-yougo

秋田市権利擁護センター
（老人福祉センター1階）

相談は無料です。
ご連絡お待ちして
おります。

月～金曜日(祝祭日・年末年始を除く)９時～１７時

成年後見制度
日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業では出来ないこと

○施設入所にともなう身元保証 ○本人の自宅の処分や賃貸の解約
○施設入所契約の代理 ○確定申告など
○外出援助、ヘルパーが対応するような買い物
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※利用するにはお金がかかりますが

相談は無料です

知ってますか？？

成年後見制度と日常生活自立支援事業

○こんなことでお困りではないですか？

福祉サービスを使いたいけど契約内容が難しくてわからないわ

あなたの契約をお手伝いします。

お金の管理が難しい…誰か代わりにやってくれないかな

あなたの代わりに貯金を管理して
安全に守ります。

本当に必要なのか分からないまま契約してしまった。
どうしよう…

成年後見制度を利用していれば、
取り消しできる場合があります。

認知症や障がいなどによって判断能力が不十分な人が経済的な不利益を受けたり、生活上の不自由
さを解消するために、「成年後見人」などの支援者が法律行為を支援する制度です。成年後見制度に
は「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

任意後見契約

成年後見制度の利用手続きの流れ

審判手続き・審判(家庭裁判所)

※申立てに必要な手続き費用は原則として申立人が納めることになります。必要書類や印紙代に１～２万
円程度、判断能力の鑑定が必要な場合には鑑定料に５～１０万円程の費用がかかります。

申立ては本人・配偶者・4親等
内親族・市町村長等

申立書・戸籍謄本・住民票・成年後見に関す
る登記事項証明書・診断書など
●(必要に応じて)本人情報シート・財産目録など

申立ては本人・配偶者・4親等
内親族・任意後見受任者等

申立て(家庭裁判所)

認知症や障がい等により、判断能力が十
分でないため財産の管理や福祉サービス
の契約が一人ではできない

判断能力が不十分になったとき

将来に備え、本人が選んだ代理人(任意後
見人)と公正証書により契約を結ぶ

成年後見制度とは

法定後見制度

後 見 保 佐

任意後見制度

補 助

任意後見制度法定後見制度

判断能力が常にかけている 判断能力が著しく不十分 判断能力が不十分

普段の買い物はひとり
ではできない。

普段の買い物はできて
も、重要な取引行為は
できない。

重要な取引をひとりで
行うのは困難、または
不安だ。

判断能力が十分にある

これからのことが不安だ。
将来支援してくれる人を
今のうちに決めたい。

成 年 後 見 制 度

財産管理：預貯金の管理、税金や水道光熱費等の支払い、不動産などの管理、遺産分割 など
身上監護：施設への入退所の手続き、医療機関の受診に関する手続き、要介護認定の申請 など

・日常生活上の消費の同意・取消 ・手術等の医療行為の同意
・身体介護や通院の付き添いなどの事実行為 ・身元保証人・身元引受人等になること など

後見人等の主な役割

本人(被後見人等)の財産状況等に応じ、報酬がかかります。報酬額は家庭裁判所の裁量により決定しま
す(年額２５万円程度)が、本人の資力が乏しい場合は「成年後見制度利用支援事業」を利用し、報酬の
助成を受けることができます。

支援の開始

後見・保佐・補助開始の申立て 任意後見監督人選任の申立て

家庭裁判所がご本人にとって誰が最善か考え、後見人等を選任します。後見人等に選ばれるのは、
ご本人の親・きょうだいなどの親族の方や、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職、専門的な
研修を受けた市民後見人がありますが、法人も後見人等になることが可能です。(秋田市社会福祉協
議会も後見人等になることができます。)
後見人等が選任されると、原則として本人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまで続きます。

後見人等の報酬

後見人等ができないこと

※ 申 立 て に 必 要 な も の

【例】 【例】 【例】

【例】


